
平成３１年 第１回委員会会議録 

１ 開催年月日 平成31年１月７日（月） 

２ 開閉会時刻 開会：午前10時30分 閉会：午前11時01分 

３ 場   所 福岡市選挙管理委員室 

４ 出席委員  津田委員長，濵田委員長職務代理者，三原委員，石井委員 

５ 事務局職員 事務局長，選挙課長，庶務係長，選挙係長，書記２名 

６ 傍 聴 者 なし 

７ 議   題     

（１）議案 

議案第１号 福岡市長選挙における選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表 

について 

（２）報告事項 

  ① 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に表示する証票の交 

   付状況について 

② 南区選挙管理委員会の委員長の就任及び委員長職務代理者の指定について 

  ③ 南区における投票区の分割について 

  ④ 漁業法等の一部改正等（海区漁業調整委員会の選出方法の変更）について 

（３）その他 

次回以降の委員会の開催予定日時 

・平成31年１月22日（火）午前10時30分 

・平成31年２月５日（火）午前10時30分 

・平成31年２月21日（木）午前10時30分 

８ 議事次第（○：出席委員，▲：事務局職員） 

（１）議案 

議案第１号について，事務局から説明を行い，審議の結果，出席委員の全会一 

致で可決された。 

【質疑等】 

     ○ 高島氏の収入のうち，その他の収入とは何か。 

   ▲ 自己資金である。 

     ○ 選挙運動については，選挙運動用ビラの頒布や街頭での訴えが中心とな 

      るが，前回の市長選挙と比べると，選挙運動用ビラの作成費用が少ないよ 

うに思う。 

（２）報告事項 

報告事項①～④について，事務局から資料の説明・報告を行った。 



【質疑等】 

 報告事項③ 

     ○ 対象地区の広さについては，どの程度か。 

       また，投票所の場所も含めて町内会から提案されたのか。 

   ▲ 分割前は，遠いところで，投票所までの距離が1.3ｋｍ程である。 

     今回の分割については，距離だけではなく，場所がわかりにくいという 

    意見もあった。 

     ○ 投票所が近いほど投票率が高いというデータがあるため，投票所が増え 

      ることは良いことであると思う。 

 報告事項④ 

     ○ 70年ぶりに改正される漁業法については，関連法案が47本もあり，一部 

      改正というよりも全面改正と言える内容だと思う。 

       また，政府が説明した漁協は77組合であり，全国で955組合あるうちの１ 

割にも達しておらず，漁業者が状況を知らないまま法律が改正されている。 
       漁業調整委員会の公選制の廃止については，漁業者の被選挙権を奪うだ 
      けでなく，水産政策を議論する場を奪うことになっている。 

       これまでは，漁業調整委員会によって漁業の透明性を図られていたが，  

      今後の任命制が恣意的にならないよう一国民として視ていく必要があると 

      思う。 

      

（３）その他 

次回以降の委員会の開催日時は，資料記載のとおり決定した。 
 
 

 

 


